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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年８月31日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、当該

事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報　

第１　募集要項　　

１　新規発行株式　

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】　

１【新規発行株式】

（訂正前）

種類 発行数 内容

普通株式 2,039,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のな
い当行における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は1,000株であります。

 

(注) １．平成28年８月31日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称および住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

行の保有する当行普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい

ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

は買付けの申込みの勧誘となります。

 

（訂正後）

種類 発行数 内容

普通株式 2,039,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のな
い当行における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は1,000株であります。

 

(注) １．平成28年８月31日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称および住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

行の保有する当行普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい

ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

は買付けの申込みの勧誘となります。

４．当行は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種優先株式についての定めを定款に定めております。な

お、会社法第322条第２項の規定による定款の定めはありません。当行定款に規定しているＡ種優先株式の

内容は次のとおりであります。

（1）Ａ種優先配当金（第12条の２）

① 当銀行は、当銀行定款第41条第１項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日

の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先株主」という。）

またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下、「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を

有する株主（以下、「普通株主」という。）および普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権

者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、

Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）に、Ａ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める配当年率を乗

じて算出した額の金銭（以下、「Ａ種優先配当金」という。）の配当をする。ただし、配当年率は、８％を

上限とする。また、当該基準日の属する事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対

して当銀行定款第12条の３に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の合計額が

Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
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③ Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行

わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは同法第760条第

７号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロも

しくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

 

（2）Ａ種優先中間配当金（第12条の３）

当銀行は、当銀行定款第42条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名

簿に記載または記録されたＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株

式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先配当金の額の２分の１を上限とする金銭（以下、

「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

 

（3）Ａ種優先株主に対する残余財産の分配（第12条の４）

① 当銀行は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主お

よび普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額を

踏まえてＡ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める額の金銭を支払う。

② Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

 

（4）Ａ種優先株主の議決権（第12条の５）

Ａ種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、Ａ種優

先株主は、定時株主総会にＡ種優先配当金の額全部（Ａ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除

した額）の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、Ａ種優先配当金の額全部

（Ａ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が定時株主総会に

おいて否決されたときはその定時株主総会終結の時より、Ａ種優先配当金の額全部（Ａ種優先中間配当金を

支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項につ

いて株主総会において議決権を行使することができる。

 

（5）普通株式を対価とする取得請求権（第12条の６）

① Ａ種優先株主は、次項に定める取得を請求することができる期間（以下、「取得請求期間」という。）

中、当銀行に対して自己の有するＡ種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求

があった場合、当銀行はＡ種優先株主がかかる取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換えに、第

３項に定める財産を当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。

② 取得請求期間は、Ａ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定めるものとする。

③ 当銀行は、Ａ種優先株式の取得と引換えに、Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式数にＡ種優先

株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併

合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を次項に定める取得価額で

除した数の普通株式を交付する。なお、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満

たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。

④ 取得価額は、当初、当銀行の普通株式の時価を基準としてＡ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議

によって定める方法により算出される額とし、当該決議により取得価額の修正および調整の方法を定めるこ

とができるものとする。当銀行は、当該決議により取得価額の修正を定める場合、修正される額の下限を定

めるものとし、取得価額が下限として定める額を下回った場合、取得価額は下限として定める額に修正され

るものとする。

 

（6）金銭を対価とする取得条項（第12条の７）

① 当銀行は、Ａ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める事由が生じた場合に取締役会が

別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することがで

きる。この場合、当銀行は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、次項に定める財産をＡ種優先株

主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 当銀行は、Ａ種優先株式の取得と引換えに、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額相当額を

踏まえてＡ種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める額の金銭を交付する。

 

（7）普通株式を対価とする取得条項（第12条の８）

当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないＡ種優先株式の全てを、取得請求期間の

末日の翌日をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、各Ａ種

優先株主に対し、その有するＡ種優先株式数にＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ａ種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切

に調整される。）を乗じた額を普通株式の時価で除した数の普通株式を交付するものとし、その詳細はＡ種

優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める。当該取締役会では交付すべき普通株式数の上限

の算定方法を定めることができる。Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たな

い端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

 

（8）株式の分割または併合および株式無償割当て（第12条の９）
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① 当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびＡ種優先株式の種類ごとに、同時に同一

の割合で行う。

② 当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびＡ種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の

無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

 

（9）除斥期間（第12条の10）

当銀行定款第43条の規定は、Ａ種優先配当金の支払についてこれを準用する。

 

（10）種類株主総会（第21条）

① 当銀行定款第15条、第16条、第17条第１項、第18条、第19条および第20条の規定は種類株主総会にこれを

準用する。

② 当銀行定款第14条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。

③ 会社法第324条第２項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
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